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全体でどのような新しい学問領域を創出するのかについての構想を立て（これを全体構

想と呼びます）、その構想に沿って各分野を具体的に決定していきました。従って、教

員人事においては、大講座が目指す新しい学問領域の創出にとって最適かどうかという

観点から、いかなる分野から教員を採用するかについて大講座全員の教員が検討して分

野を決めました。従って、一度決めた分野をその後の事情により変更する必要が生じた

場合にも、同様に、分野選定手続の出発点に戻り、大講座が目指す新しい学問領域の創

出にとって最適かどうかという観点から、大講座全員の教員が検討して分野の変更先を

決めました。このことを明文で明らかにしたのが、上の２つの規則なのです。 

 

２、「教員選定手順の概要」の注意事項１の「全体構想」について 

新領域では、研究・教育の全体構想はアカデミックプランと呼ばれています。「教員選

定手順の概要」（甲５２の２〔２～３枚目〕）の注意事項１の「全体構想」もアカデミッ

クプランという意味です。国際協力学専攻において、アカデミックプランは専攻化前に

２回作成されましたが、それぞれについての概要は以下の表の通りです。 

１、1回目のアカデミックプラン 

項目 概 要 

時期 平成１０年（１９９８年）から１１年 

作成 

理由 

東京大学の大学院の一部門として、新しく新領域創成科学研究科の環境学専攻 

国際環境基盤学大講座を設立するために、東京大学本部と文部科学省の承認を

得る必要があり、そのために、同大講座の研究・教育体制の全体構想を明らか

にする必要があった。 

作成 

過程 

作成時に国際環境基盤学大講座がまだ発足していなかったために、東京大学本

部は、アカデミックプランの作成を総合文化研究科の国際社会科学専攻に委託

した。 

その際、国際システムの課題に法学、政治学および経済学の社会科学分野の学

融合により取り組むこととした。作成責任者が個人的な委員会で研究・教育の

全体構想を策定し、東京大学本部の委員会に提案、承認。 

作成者 作成責任者として国際社会科学専攻の故鬼塚雄丞教授が草案を作成、高木保輿

教授と原告が協力。 

内容 当初、国際システムの課題を社会科学系の立場から、法学、政治学および経済

学の社会科学分野の学融合により取り組んだ。しかしその後、発展途上国の社
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会発展への国際協力ために、工学系の社会基盤学と農学の農業基盤学の分野も

参加することになり、文理融合的な学融合をめざす構想となった。 

作成 

結果 

同大講座の設立が承認され、このアカデミックプランに沿って同大講座の学融

合を推進。 

２、２回目のアカデミックプラン（その成果物が甲４「国際協力学専攻の目的と研究体

制） 

項目 概 要 

時期 平成１６年（２００４年）５月から１０月 

作成 

理由 

国際環境基盤学大講座を国際協力学専攻に改組するために東京大学本部と文

部科学省の承認を得る必要があり、そのために、国際協力学専攻の研究・教育

体制の全体構想を明らかにする必要があった。 

作成 

過程 

作成時に国際環境基盤学大講座が発足していたので、同大講座内に小委員会が

草案を作成し、同大講座に提案し、教員全員で討議し、決定。 

作成者 小委員会が草案を作成。国際環境基盤学大講座の教員で討議・決定。 

内容 国際協力学専攻を構成する３つの講座ごとに次のように学融合を構想。 

①．制度設計講座は、法学、政治学と経済学の学融合の推進により、国際シス

テムの課題をより包括的に理解することを目的とした。 

②．開発協力講座は、発展途上国の社会基盤や農業基盤への協力を目的とした。 

③．資源環境講座は、地球環境の課題を有限な自然資源との関連で理解しよう

とした。 

さらに、個々の研究プロジェクトにおいて、関連するする講座が協力して学融

合的に課題に対応することを目標とした。 

作成 

結果 

国際協力学専攻の設立が承認され、このアカデミックプランに沿って国際協力

学専攻の学融合を推進。このうち制度設計講座ではグローバルガバナンスを主

な研究・教育の課題とした。 

 

３、本訴の主要争点「分野変更手続の３つの違反」と前訴の関係 

本訴の主要な争点は原告が準備書面（２）第１、４以下で主張した「分野変更手続の

３つの違反」です。問題はこの３つの争点が前訴でも争点として取り上げられたかどう

かですが、私の認識では、３つの争点はいずれとも前訴では争点として取り上げられた

ことはありませんでした。前訴でも争点として取り上げられたともし被告が主張するの
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であれば、どこでそれが争点として取り上げられたのか、具体的に示していただきたい

です。「分野変更手続の３つの違反」が争点として取り上げられるのは本訴が初めてで

す。 

 

４、２００９年９月２９日の教授懇談会での私の発言と１０月２６日の駒場訪問 

(1)、「制度設計講座の３分野将来構想を詳細に提案。」発言について 

 ２００９年９月２９日の教授懇談会が開かれた時、私が「３分野構想」について詳細

に発言したと山路教授作成のメモ（乙１０．添付資料２枚目）に記されています。この

「３分野構想」とは、国際協力学専攻を構成する３つの講座のうち私が所属する制度設

計講座が、国際政治経済システム学分野、国際政策協調学分野および国際環境組織論の

３つの分野から構成される構想のことです。その詳細は私の陳述書（甲１）５頁下から

７行目以下で解説した通りです。この３分野構想は既に１９９９年に構想されたもので

したが、その実現がまだでしたので、この時、私がその構想の実現をめざして詳細に提

案したことを、山路教授は「将来」構想と書いたものと思います。 

(2)、この懇談会で、私が３分野構想を「詳細に提案」した理由は、教授の空きポスト

を早急に埋めて、是非とも３分野構想を実現させたいと意気込んでいたので、改めて、

３分野構想の内容を詳しく説明し、出席者に理解を求めたからです。 

(3)、上記の発言に続いて、私が「本件はＹ総合文化研究科長の任期中にけりを付けた

い」と発言したと山路メモに記されています。Ｙとは国際政治学者の山影進教授のこと

です。山影教授の研究科長としての任期満了は２０１０年３月末でした。従って、この

発言は、駒場の国際政治学のリーダー格の山影教授から国際政治学か国際法の候補者を

推薦してもらい、彼の研究科長在任中の２０１０年３月末までに国際政策協調学の教授

人事を決めたいという私の心境を語ったものです。 

そこで、私が「山影研究科長に連絡を取る」と言うと、國島専攻長が「いや、駒場に

行く用事があるから、自分が連絡を取る」と言い出したので、國島専攻長に日程調整を

お願いすることにしました。 

(4)、その後、國島専攻長の日程調整に基づいて、翌月１０月２６日、私は國島専攻長

も同行して山影研究科長を訪問し、私が作成した資料（甲１０）を説明しながら、国際

政策協調学の教授人事のため国際政治学の候補者の推薦を依頼しました。 

 

５、２００９年１１月１０日付の味埜環境学系系長のメールについて 
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２００９年１１月１１日に国際政策協調学の教授人事のため教授選考委員会が開催さ

れましたが、その前日、味埜環境学系系長から國島専攻長や私を含む各委員宛に時間調

整のお伺いメール（甲６０）が送信されましたが、その中に次の一節があります。 

「國島先生＝＞どうしても明日１１日に時間がとれない場合に、比較的時間に余裕があ

る開発協力講座のほうの分野選定委員会を別の日に変更することは可能でしょうか。」 

 しかし、このお伺いは意味が取れないのです。なぜなら、本件の教授人事で教授を決

める予定の時期は、制度設計講座（国際政策協調学）も開発協力講座（環境技術政策学）

も、一応、翌年の２０１０年３月末までと考えられていました。従って、この１１月時

点で、制度設計講座は教授選考委員会が５月に設置され（甲７の３）、教授候補者を探

す作業が粛々と進められていたのに対し、開発協力講座は分野選定委員会が５月に設置

されたにもかかわらず（甲７の２）、その後１１月時点において、分野もまだ決まって

いないという状態で、制度設計講座に比べ著しく遅れていました。だとすれば、時間調

整をするなら、 

「國島先生＝＞どうしても明日１１日に時間がとれない場合に、比較的時間に余裕があ

る制度設計講座のほうの教授選考委員会を別の日に変更することは可能でしょうか。」 

と言うべきなのに、反対のことを言っているからです。その上、実際には委員に招集の

連絡もなく、開催もされなかった２００９年１１月２５日の国際政策協調学の分野選定

委員会の会議について、あたかも当日開催され、分野変更が審議の上、全員一致で承認

されたかのような偽りの内容の審議結果報告書（甲１８の３）が作成され、学術経営委

員会に提出できたのは味埜環境学系系長の了解なしには不可能ですから、彼もまたこの

カラ会議に関する虚偽の内容の報告書の作成についてあらかじめ知らされていたと考

えざるを得ません。 

この点も合せて考えると、このメールの上記お伺いは、この後に起きた制度設計講座

（国際政策協調学）の教授人事の一方的な「停止」により、人事が白紙に戻るという事

態を味埜環境学系系長もあらかじめ知らされていたから、その場合には、白紙に戻った

制度設計講座より開発協力講座のほうが「比較的時間に余裕がある」ことになるので、

このような質問ができたのではないかと、それ以外の理由が思いあたらない私はこの不

可解なメールをそのようにしか解釈できないというのが正直な感想です。 

 

６、誤記の訂正 

これまで私が作成した次の文書に誤記がありましたので、以下の通り訂正し、別紙１
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～３の訂正版と差し替えをお願いします。 

①．陳述書別紙１（甲１）  

該当個所 訂正前の表記 訂正後の表記 

研究科 人文社会系 教育学 新領域創成

科学 ・・・・・・ 

「新領域創成科」以外は削除 

 

②．経過年表１頁（甲２。下記のアンダーライン部分が訂正箇所） 

該当個所 訂正前の表記 訂正後の表記 

09.5.13 の開発

協力講座の列 

H22.3 退職予定の開発技術政策学

分野（以下、(開技)分野) の吉田

恒和教授 

H22.3 退職予定の環境技術政策学

分野（以下、(環技)分野) の吉田

恒昭教授 

09.11.11 の 同

日の制度設計講

座の列 

分野選定委員会、開催。(国)分野

を社会的意思決定分野（以下、(社)

分野）に分野変更を決定。 

教授選考委員会、開催。(国)分野

を社会的意思決定分野（以下、

(社)分野）に分野変更を決定。 

09.11.11 の 同

日の原告（柳田） 

の列 

(国)分野の分野選定委員会に出

席。 

(国)分野の教授選考委員会に出

席。 

09.11.25 の 同

日の制度設計講

座の列 

分野選定委員会、開催。(国)分野

を(社)分野に分野変更を審議・全会

一致で決定。 

分野選定委員会、開催されなかっ

たのに、開催し、(国)分野を(社)

分野に分野変更を審議・全会一致

で決定という報告書が作成。 

 

③．陳述書（３）（甲４８。下記のアンダーライン部分が訂正箇所） 

該当個所 訂正前の表記 訂正後の表記 

３頁⑤１行目 ２００９年６月に、私は、 ２００８年６月に、私は、 

同頁⑤３行目 ２０１０年５月から、 ２００９年５月から、 

 

 以 上 

 

 

 


